
別紙６                  

         随意契約をすることができる場合に 

         該当することの説明書 
 
 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
により随意契約をすることができる場合 

 
  
今回の契約が左に該当すること等の説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急の必要により競争入札に付することが

できないとき。 

 

１ 競争入札に付していたのでは、時期を失し、

契約の目的を達することができないことの説明 

 

 

 

 

 

 

 

２ 見積を徴した事業者の概要 

 

 

 

３ 見積合わせをしていたのでは、時期を失し、

契約の目的を達することができないことの説明 

  岐阜県警察航空機(ﾍﾞﾙ式412EP型)のエンジ

ンに不具合が生じており、非稼働状態となって

いることから、早急にエンジンを修理する必要

があるが、そのためには航空隊格納庫にある航

空機からエンジンの艤装解除を行い、エンジン

を工場に送らなければならないため。 

 

 

 

４ 特定のものを選定した理由 

岐阜県警察航空機(ﾍﾞﾙ式412EP型)は、海外の

ベルテキストロン社製であり、中日本航空株式

会社岐阜支店は国内において同社からベル式4

12型の認定サービス工場証明（ＣＳＦ）を取得

しており、かつ、航空隊格納庫から近隣に所在

するため、エンジン脱着作業が最も早急に実施

できる業者であるため、同契約を他の者とする

ことは有効でない。 

  備考 この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


